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公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

動物用医薬品等の範囲に関する基準について 

 

このことについて、平成 26 年 11 月 25 日付け 26 消安第 4121 号をもって、

農林水産省消費・安全局長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に

周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、近年、多種多様なペット用のシャンプー、皮膚用クリー

ム等が販売されていることから、動物に外用的に使用される物について、動物

用医薬品等として薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）の適用を受けるべき物で

あるかの判断を行う必要が生じており、また、現行の動物用医薬品等の範囲に

関する基準について（平成 20 年 4 月 11 日付け 19 消安第 14721 号農林水産省

消費・安全局長通知。以下「局長通知」という。）も専ら動物に使用する物の

含有成分や効能効果に係る基準の解釈について、一層の明確化が求められてい

ることから、専ら動物に使用される物が薬事法の一部を改正する法律（平成

25 年法律第 84 号）による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）に基づく動物用医薬品

等に該当するか否かの判断を行うため、今般、改めて「動物用医薬品等の範囲

に関する基準」をまとめたので、了知の上、本会関係者への周知の依頼ととも



   

に、本通知の発出に伴い、局長通知が廃止された旨連絡されたものです。 
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